
　
　

四
国
財
務
局
に
は
、
借
金
を
抱

え
悩
ん
で
い
る
方
々
の
た
め
の
相

談
窓
口
が
あ
り
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。ま
た
、
必

要
に
応
じ
て
、弁
護
士
・
司
法
書
士

な
ど
の
法
律
専
門
家
へ
の
引
き
継

ぎ
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　

相
談
は
無
料
で
す
の
で
、ま
ず

お
電
話
く
だ
さ
い
。こ
ち
ら
か
ら
電

話
を
か
け
直
し
ま
す
。

■
受
付
時
間
等　

月
〜
金
曜
日
の

９
時
〜
12
時
、13
時
〜
17
時

※
祝
日
・
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く

■
問
い
合
わ
せ　

四
国
財
務
局

　　

多
重
債
務
者
相
談
窓
口
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■
縦
覧
と
は

　
　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
自

己
所
有
以
外
の
土
地
、ま
た
は
家
屋

の
評
価
額
（
所
有
者
の
情
報
を
除

く
）を
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
償
却
資
産
は
縦
覧
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

■
縦
覧
期
間　
（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

　　
４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31
日（
火
）

　　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

■
縦
覧
で
き
る
人　

香
南
市
の
固

定
資
産
税
の
納
税
者

■
必
要
な
物　

納
税
通
知
書
や
運

転
免
許
証
な
ど

※
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要

■
手
数
料　

無
料

■
縦
覧
場
所　

税
務
収
納
課

■
閲
覧
と
は

　
　

納
税
義
務
者
は
、固
定
資
産
課

税
台
帳
の
う
ち
、
自
己
の
資
産
が

記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
一
年

を
通
し
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、
借
地
人
・
借
家
人
等

は
借
り
て
い
る
土
地
・
家
屋
の
閲
覧

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
期
間　

期
間
制
限
な
し

■
閲
覧
で
き
る
人　

固
定
資
産
の

所
有
者
ま
た
は
納
税
義
務
者

※
所
有
者
等
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
相

続
人
で
す
が
、相
続
権
の
あ
る
こ
と
が
分
か

る
書
類（
戸
籍
謄
本
等
）が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。な
お
、代
理
人
は
委
任
状

が
必
要
で
す

■
手
数
料　

土
地
・
家
屋
評
価
等

縦
覧
期
間
の
み
無
料
。
縦
覧
期
間

以
外
は
、１
件
300
円
。

■
閲
覧
場
所　

税
務
収
納
課

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
収
納
課

　　

農
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
ニ
ホ

ン
ジ
カ
の
生
息
数
を
減
ら
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
高
知
県
で
は
シ

カ
個
体
数
調
整
事
業
（
ニ
ホ
ン
ジ

カ
捕
獲
報
償
金
）
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
　
こ
の
事
業
に
お
け
る
令
和
３
年

度
の
報
償
金
の
請
求
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

■
受
付
け
締
切
り　
４
月
８
日（
金
）

※
４
月
９
日
（
土
）
以
降
の
申
請
は
受
け
付

け
て
い
ま
せ
ん
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い

■
提
出
先　

市
役
所
農
林
水
産
課

　　　　　　　　
　
（
本
庁
舎
５
階
）

■
持
参
す
る
も
の

　
　

請
求
書
（
農
林
水
産
課
に
所
定

の
様
式
が
あ
り
ま
す
）
、
印
鑑
、シ

カ
の
尾
、狩
猟
者
登
録
証（
写
し
）

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

　
　

市
内
で
、
市
役
所
の
職
員
を
か

た
り
「
介
護
保
険
料
の
還
付
金
が

あ
る
。郵
便
局
の
A
T
M
で
手
続
き

が
で
き
る
」な
ど
と
言
い
、
A
T
M

に
誘
導
し
お
金
を
騙
し
取
ろ
う
と

す
る
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
い

ま
す
。

　
　

郵
便
局
や
銀
行
の
A
T
M
で
、

還
付
金
の
手
続
き
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。相
手
に
せ
ず
、す
ぐ
に
電
話

を
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

不
審
な
電
話
が
あ
れ
ば
、
市
消

費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
消
費
生
活
相
談
窓
口
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林
退
共
（
林
業
退
職
金
制
度
）

は
昭
和
57
年
に
発
足
し
た
、
林
業

界
で
働
く
方
の
た
め
に
国
が
作
っ

た
退
職
金
制
度
で
す
。

　
　

こ
の
制
度
は
事
業
主
の
方
々

が
、
従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共

済
手
帳
に
貼
り
、そ
の
従
事
者
が

林
業
界
を
や
め
た
と
き
に
林
退
共

か
ら
退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、

い
わ
ば
林
業
界
全
体
の
退
職
金
制

度
で
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　
　

独
立
行
政
法
人

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構　

林
業

退
職
金
共
済
事
業
本
部
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▼
「
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付

与
制
度
」を
導
入
し
ま
し
ょ
う

　　

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の

う
ち
５
日
を
除
い
た
残
り
の
日
数

が
、労
使
協
定
を
結
べ
ば
、計
画
的

に
休
暇
取
得
日
を
割
り
振
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。制
度
の
導
入

で
休
暇
取
得
の
確
実
性
が
高
ま

り
、労
働
者
に
は
予
定
し
て
い
た
活

動
が
行
い
や
す
く
、事
業
主
に
は
計

画
的
な
業
務
運
営
に
役
立
ち
ま
す
。

▼
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

　　

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
は
原
則

１
日
単
位
で
す
が
、
労
使
協
定
を

結
べ
ば
、年
５
日
の
範
囲
内
で
時
間

単
位
の
取
得
が
可
能
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

高
知
労
働
局

　　

雇
用
環
境
・
均
等
室

　　

☎
0
8
8
ー
8
8
5
ー
6
0
4
1

今
回
は
成
人
式
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
と
６
年
後
に
は
息
子
の
晴
れ
姿
を
見
ら
れ
る
と
思
う
と
、
ど
ん
な
風
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
、
今
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

C
相 談

counseling

相 談

　
　
　
　　
多
重
債
務
で

　
　
　
　　
お
悩
み
の
方
に

今
年
成
人
式
を
迎
え
ま
し
た
！
写
真
も
載
せ
て
も
ら
っ
て
嬉
し
か
っ
た
で
す
！
あ
と
、
鱈
の
ム
ニ
エ
ル
マ
カ
ロ
ニ
蒸
し
、
鱈
が
な
く
て
他
の
白
身
魚
で
代
用
し
ま
し
た
が
お
い
し
か
っ
た
で
す
！

広

報

へ

の

ご

意

見

O
その他その他

o t h e r s

狩
猟
者
の
皆
さ
ん
へ

固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

随１期の納期限は

３月３１日（木）です。
期限内の納付をお願いします。

T
税

T  a  x

税

土
地
・
家
屋
等
の
縦
覧
・
閲
覧

　　市議会事務局　☎57－8513

●一般質問／
　　３月３日(木)・４日(金)・７日(月)

●議案説明・付託／３月８日(火)

●委員会審査／
　　３月９日(水)～１１日(金)

●閉　会／３月２５日(金)

３３月定例議会
の主な予定

問

　
　

市
職
員
等
を
か
た
る

　
　

不
審
な
電
話
に
ご
注
意
！

進学や就職などで引っ越しをされる方は、

原則、引っ越し後のお住まいが住所地にな

ります。住民票は、行政サービスや選挙人名

簿などの各種の登録につながる大切な情報

ですので、忘れずに移しましょう。

　住民票を移すためには、まず、引っ越し前の市区町村で転出届を提出

します。その際に発行される転出証明書を持って、次に引っ越し後の市

区町村で転入届を提出して完了です。なお、転入届は転入した日から

１４日以内に提出してください。

　マイナンバーカードをお持ちの方

は、券面の記載事項を変更する必要

がありますので、引っ越し後の市

区町村に忘れずに持参してくだ

さい（お手続きには電子証明

書の暗証番号が必要です）。

問 市役所市民保険課

☎５７-８５０６

　　　　選挙で投票する場所

は、原則として住民票のある市区

町村です。異なる市区町村に引っ越し

た方で、住民票を移していない、または

住民票を移して３カ月経過していな

い場合は、新しい住所地で投票でき

ませんのでご注意ください。詳しく

は市選挙管理委員会（☎57-8525）へ。

注意！　

　引っ越したら

「住民票」を

移しましょう!

　　引っ越したら　

「住民票」を　

　移しましょう!　

　
　

林
業
退
職
金
共
済
制
度
へ

　
　

加
入
し
ま
せ
ん
か

　
　

年
次
有
給
休
暇
を

　
　

上
手
に
活
用
し
ま
し
ょ
う

土
地
・家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦覧縦覧

土
地
・家
屋
の
名
寄
せ
帳

兼
課
税
台
帳
の
閲
覧

閲覧閲覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　冷蔵庫の温度設定を確認しましょう（強から

中や弱にする等）。冷蔵室は、庫内が均一に冷え

るよう、常温保存できるものは冷蔵庫から出す

など、隙間を空けて食品を入れましょう。

冷蔵庫

冬季のコロナ禍での省エネルギー対策冬季のコロナ禍での省エネルギー対策冬季のコロナ禍での省エネルギー対策11月から3月はエネルギー

消費が増加する季節です！

　　　　　　　視聴しない時はこまめに消し

たり、画面の設定を確認して、部屋の明るさに合

わせた適切な明るさで視聴しましょう。

テレ ビ 　　　不要な照明はこまめに消灯したり、

思い切ってＬＥＤに変えることも考えてみ

ましょう（調色機能があるＬＥＤであれば、仕事

とだんらんの雰囲気を使い分けが楽しめます）。

照 明

～　ご家庭、事業者でも無理のない範囲で省エネに取り組みましょう。～

●　問い合わせ　●　四国経済産業局　資源エネルギー環境部　エネルギー対策課　☎087ー811ー8535

　　　　　　　暖まった空気を循環さ

せたり、厚手のカーテンや床まで届く長

いカーテンを使用して、暖房効果を高めま

しょう。また、フィルターの清掃も有効です。

暖 房
　　

暖房をつける時間も

長くなります。　
　 　

自宅での食事が増えると、冷蔵庫

を使う機会も増えるため、冷やす

ための電気も増加します。　

在宅時間が増え、

照明を多く使います。　テレビをつける時間も

長くなりがちです。　

めま

す。

と

たり、画面

わ

広告
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